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７
月
14
日
（
日
）、「
茨
城
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
会
（
河
野
昭
夫
会
長
）」
に
よ
る
美
化

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
、
茨
城
工
業
団
地
敷

地
内
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
町
内
の
環
境
美
化
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
町
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
携
わ

る
方
々
の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
５
年
前
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
活
動
で
す
。

　

こ
の
日
は
会
員
30
名
以
上
が
参
加
し
、
早

朝
よ
り
約
１
時
間
に
わ
た
っ
て
ご
み
拾
い
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　昨年に続き、緑のカーテンに取組んだ方々の成果を紹介するとともに、さ
らなる普及と啓発を目的として「緑のカーテンフォトギャラリー」を開催し
ます。
　職場やご家庭で積極的に取組んだ「緑のカーテン」の成果をご応募ください。

応 募 方 法
　写真に住所、氏名、連絡先を添えていただき、次の方法によりご応募くだ
さい。また、栽培にあたって工夫した点や苦労した点などのコメントもお願
いします。
　①郵送による応募
　　〒 311－3192　茨城町小堤 1080　茨城町生活経済部みどり環境課　宛
　②持参による応募
　　茨城町役場２番窓口みどり環境課まで持参してください。
　③メールによる応募
　　メールアドレス：midori@town.ibaraki.ibaraki.jp

応 募 締 切　平成 25 年８月 30 日（金）

展示予定場所　茨城町役場庁舎１階ロビー

※応募いただいた写真は、返却いたしません。また、写真の著作権は、茨城
町役場に帰属します。
※写真は、町の広報紙やホームページに掲載させていただくほか、「緑のカー
テン」の推進のために使用させていただくことがあります。
【問合せ先】みどり環境課　☎２４０－７１３５

皆さまの力作をお待ちしております！
第 41回町民祭開催に伴う作品募集

　「第 41 回茨城町民祭」を 11 月に開
催致します。開催に伴い、町民の皆様
の作品を募集いたします。
　茨城町に活力を、そして文化芸術の
向上をめざし、たくさんの方々の作品
展示のお申込み、心よりお待ちしてお
ります。
　詳しくは９月配布のチラシをご覧く
ださい。
【問合せ先】
　生涯学習課　公民館担当　
　☎０２９－２４０－７１２２

親
睦
を
深
め
る
美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動　
　
「
茨
城
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」

　

５
年
前
、
涸
沼
の
湖
岸
清
掃
か
ら
始
ま
っ

た
こ
の
活
動
は
、
現
在
は
茨
城
工
業
団
地

敷
地
内
を
中
心
に
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
初
は
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
家
電
製
品

や
タ
イ
ヤ
な
ど
、
大
量
の
粗
大
ご
み
の
回
収

に
苦
労
し
ま
し
た
が
、
継
続
し
て
取
り
組
ん

で
き
た
成
果
に
よ
り
、
現
在
は
粗
大
ご
み
は

ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
ま
し
た
。
当
日
は
、
紙

く
ず
や
空
き
缶
、
空
き
ビ
ン
等
を
中
心
に
軽

ダ
ン
プ
１
台
分
の
ご
み
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

町
み
ど
り
環
境
課
で
は
、
こ
う
い
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
清
掃
活
動
に
対
し
、
ご
み

袋
を
提
供
す
る
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　

み
ど
り
環
境
課　

☎
（
２
４
０
）
７
１
３
５

～ご応募ください！緑のカーテンフォトギャラリー～平成25年度
家畜商講習会の開催について

◆開催機関
　10 月 17 日（木）
　　　　　～ 10 月 18 日（金）
◆開催場所
　茨城県畜産センター研修室
　（石岡市根小屋 1234）
◆提出書類
　・講習会受講申請書
　・上半身正面脱帽の写真２枚
　　（縦 2.5cm×横 2.4cm）
　・手数料
　　（3,400 円分の県収入印紙）
◆提出期限
　９月 18 日（木）
◆提出先
　茨城県農林水産部
　畜産課畜政担当
　〒 310－8555
　　水戸市笠原町 978－6
　　☎ 029－301－3988

茨
城
県
水
戸
県
税
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

住
宅
・
住
宅
用
土
地
な
ど
を
取
得
し
た
場

合
や
、
東
日
本
大
震
災
等
の
災
害
に
よ
り
家

屋
・
土
地
が
被
災
し
た
場
合
、
一
定
の
要
件

を
満
た
せ
ば
申
請
に
よ
り
軽
減
措
置
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

【
土
地
に
対
す
る
軽
減
措
置
】

◆ 

宅
地
・
宅
地
比
準
土
地
は
固
定
資
産
評
価

額
の
特
例
控
除

　

 

固
定
資
産
評
価
額
の
２
分
の
１
が
控
除
さ

れ
ま
す
。

◆
住
宅
用
土
地
の
減
額

　

 （
１
）
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
、
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡
以
上

２
４
０
㎡
以
下
の
住
宅
を
新
築
し
た
場
合
。

　

 （
２
）
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
１
年
以

内
に
、
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡
以
上

２
４
０
㎡
以
下
で
、
新
築
年
が
昭
和
57
年
１

月
１
日
以
降
の
中
古
住
宅
を
取
得
し
、
取

得
者
自
身
が
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
場
合
。

【
住
宅
（
戸
建
住
宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン
）
に
対

す
る
軽
減
措
置
】
※
別
荘
は
除
く

◆
新
築
住
宅
の
特
例
控
除

　

・ 

住
宅
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡
以
上

２
４
０
㎡
以
下
の
住
宅
を
新
築
し
た
場

合
、
課
税
対
象
額
（
評
価
額
）
か
ら
一

定
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

◆
中
古
住
宅
の
特
例
控
除

　

・ 

中
古
住
宅
の
特
例
適
用
要
件
を
満
た
し

た
住
宅
で
、
新
築
さ
れ
た
年
月
日
に
よ

り
固
定
資
産
評
価
額
か
ら
一
定
額
が
控

除
さ
れ
ま
す
。

【
そ
の
他
の
軽
減
措
置
】

◆
東
日
本
大
震
災
な
ど
に
よ
る
災
害
減
免
等

　

 （
１
）
東
日
本
大
震
災
な
ど
に
よ
り
被
災

し
、
そ
の
代
替
家
屋
・
そ
の
家
屋
の
代
替

土
地
を
取
得
し
た
場
合
。

　

 （
２
）
家
屋
・
土
地
を
取
得
後
１
年
以
内

に
そ
の
家
屋
・
土
地
が
東
日
本
大
震
災
な

ど
に
よ
り
滅
失
、
全
・
半
壊
し
た
場
合
。

◆
そ
の
他
の
軽
減

　

・ 

公
共
事
業
に
伴
う
代
替
不
動
産
を
取
得

し
た
場
合

　

・ 

法
人
が
茨
城
県
内
に
特
定
の
業
種
に
供

す
る
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
新
設
ま

た
は
増
設
し
、
そ
こ
で
働
く
従
業
員
が

５
人
以
上
増
加
し
た
場
合
。

　
　
（
産
業
活
性
化
条
例
に
基
づ
く
控
除
）

〇
県
税
（
茨
城
県
総
務
部
税
務
課
）
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

茨
城
県
水
戸
県
税
事
務
所
課
税
第
二
課

☎
０
２
９
（
２
２
１
）
４
８
２
０

不
動
産
取
得
税
と
は

　

土
地
を
取
得
、
及
び
建
物
を
建
築
、
取
得
等
し

た
と
き
に
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。
不
動
産
取
得

税
の
税
率
は
、
土
地
と
建
物
及
び
そ
の
用
途
で
税

率
が
異
な
り
、
店
舗
・
事
務
所
な
ど
の
建
物
は
４
％

で
、
住
宅
及
び
土
地
は
３
％
で
す
。

☆
税
額
の
算
出
方
法
は

　

固
定
資
産
評
価
額
（
※
）
×
税
率
＝
税
額

※
固
定
資
産
評
価
額
と
は
、
町
の
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
の
こ
と
で
す
。

　

長
年
苦
楽
を
共
に
し
、
金
婚
を
迎
え
る
ご
夫
婦
を
対
象
に
、
茨
城
町
と
町
社
会
福
祉
協

議
会
が
主
催
す
る
、
金
婚
祝
賀
式
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

該
当
と
な
る
方
は
ぜ
ひ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
今
年
度
の
該
当
者
は

　

昭
和
39
年
４
月
１
日
〜
昭
和
40
年
３
月
31
日
ま
で
に
ご
結
婚
（
ご
入
籍
）
さ
れ
た
方
で

す
。

◆
申
請
方
法

　

金
婚
該
当
者
申
請
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
戸
籍
謄
本
（
結
婚
年
月
日
が
確
認

で
き
る
も
の
）
と
併
せ
て
茨
城
町
社
会
福
祉
協
議
会
窓
口
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。（
申
請
書

は
社
会
福
祉
協
議
会
の
窓
口
の
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

◆
申
請
期
間

　

平
成
25
年
９
月
13
日
（
金
）
ま
で

◆
そ
の
他

　

祝
賀
会
は
11
月
22
日
（
金
）
に
、「
い
こ
い
の
村
涸
沼
」（
鉾
田
市
）
に
お
い
て
開
催
す

る
予
定
で
す
。

　

ご
申
請
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
本
事
業
以
外
に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
先
】

　

茨
城
町
社
会
福
祉
協
議
会　

総
務
企
画
係　

☎
（
２
９
２
）
７
１
４
１

今
年
度
金
婚
（
結
婚
50
年
）
を
迎
え
る
方
へ

不
動
産
取
得
税
の
軽
減
に
つ
い
て


